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企業が尊重すべき⼈権の分野

参考）⼿引き本編の別添１ で取り上げた⼈権分野
①強制労働の禁⽌  ⑦過剰・不当な労働時間の禁⽌
②児童労働の禁⽌  ⑧公正な賃⾦の⽀払い
③差別の排除  ⑨暴⼒とハラスメントの禁⽌
④外国⼈労働者の権利の尊重  ⑩先住⺠・地域住⺠の権利の保護
 ⑤結社の⾃由・団体交渉権の尊重  ⑪消費者の安全と知る権利
 ⑥労働安全衛⽣の確保

■「⾷品企業向け⼈権尊重の取組のための⼿引き」に沿って⼈権尊重の取組を実施いただくにあたり、⾷品企業の皆様には、国際的に認め
られた⼈権（⼿引き本編ｐ４、参考資料編ｐ４〜５参照）の尊重に取り組んでいただくことが求められます。このうち、本⼿引き別添１で
は⾷品産業でとりわけ重要と思われる⼈権に関するリスクの理解を深めていただくため、各⼈権に関するリスクへの取組において意識すべ
きポイントを整理しました。

■以下①〜⑪以外の国際的に認められた⼈権に関するリスクについても、本⼿引き本編のｐ29、本⼿引き参考資料編p13、「実務参照資料
（別添1）参考資料」等も参考に確認し、本⼿引きに沿って⼈権尊重の取組を進めましょう。
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■ステップ①リスクが重⼤な事業領域の特定 ②負の影響（⼈権侵害リスク）の発⽣過程の特定

主要な原料 原料調達 製造 輸送 販売

⼈権侵害リスクの内容
（実際に発⽣している⼈権侵害
と、⽣じる可能性のある⼈権侵害
の双⽅を含む）（発⽣場所）

上記の発⽣状況や原因（発⽣場
所）

⼈権侵害リスクの内容
（実際に発⽣している⼈権侵害
と、⽣じる可能性のある⼈権侵害
の双⽅を含む）（発⽣場所）

上記の発⽣状況や原因（発⽣場
所）

⼈権侵害リスクの内容
（実際に発⽣している⼈権侵害
と、⽣じる可能性のある⼈権侵害
の双⽅を含む）（発⽣場所）

上記の発⽣状況や原因（発⽣場
所）

⼈権侵害リスクの内容
（実際に発⽣している⼈権侵害
と、⽣じる可能性のある⼈権侵害
の双⽅を含む）（発⽣場所）

上記の発⽣状況や原因（発⽣場
所）

⼈権侵害リスクの内容
（実際に発⽣している⼈権侵害
と、⽣じる可能性のある⼈権侵害
の双⽅を含む）（発⽣場所）

上記の発⽣状況や原因（発⽣場
所）

別添２ 作業シート 負の影響（⼈権侵害リスク）の特定・評価

⾃社の事業領域

主要な製品

確認ポイントは別添１等を参照

ステップ①リスクが重⼤な事業領域（製品、サプライチェーンの段階等）を特定するに当たって、例えば、⾃社の事業活動をいくつかの製品に分解し、各製品についてサプライチェーン上どのような⼈権侵害リスクが指摘されているかを検討することが考えられます。その結果をまとめるに当たり、本シートを活⽤することができます。
ステップ② ステップ①で特定されたリスクについて、(i)⼈権侵害リスクを確認し、(ii)確認された⼈権侵害リスクについて、その状況や原因を確認します。その結果について本シートを活⽤してまとめることが考えられます。
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■ステップ①リスクが重⼤な事業領域の特定 ②負の影響（⼈権侵害リスク）の発⽣過程の特定

主要な原料 原料調達 製造 輸送 販売

⼈権侵害リスクの内容
（実際に発⽣している⼈権侵害
と、⽣じる可能性のある⼈権侵害
の双⽅を含む）（発⽣場所）

①パーム油の原材料⽣産国に関する⼈権団体の報告書で、同国のアブラヤシ農園では15歳未満の児童が働いて
おり、かつ低賃⾦で⻑時間労働ということが明らかにされた（サプライヤー）。
②⼈権団体が主催するセミナーに参加したところ、アフリカのカカオ⽣産国では15歳未満の多数の児童が働い
ていることを知った（サプライヤー）。

③農業や⾷品製造業では労働基準関連法令違反が疑われる技能実習⽣の実習実施事業者への監督指導が⾏わ
れ、その多くで法令違反が確認されていることを報道で知った（グループ会社）。

①⼈権団体の報告書で、サプライヤーの所在国では労働者の⽴場が弱いため、法定賃⾦以下で労働者が働かさ
れている実態があることが報告されていた（サプライヤー）。
②グループ会社の管理職に⼥性の⽐率が少ないので、昇進の要件を問い合わせたところ、全国転勤が可能なこ
とが昇進の要件になっており、事実上⼥性が昇進しにくい状況になっていることが判明した（グループ会
社）。
③⾃社⼯場を点検したところ、⾮常⼝の前に物が置かれており、⽕災が発⽣しても避難が妨げられるおそれが
あることが判明した（⾃社）。

ドライバーの超過時間労働が発⽣（運送会社）。

①過去に⾃社で製造している⾼価格帯のチョコレートケーキで使⽤するチョコレートをチョコレートで有名な
欧州の国が原産であると表⽰していたが、実際は別の国から調達したものだったというスキャンダルが発⽣し
たことがある（⾃社）。
②⼩売店の労働者へのパワハラやセクハラなどの各種ハラスメントのおそれがある（⼩売店）。

上記の発⽣状況や原因（発⽣場
所）

①②いずれの国も親が低賃⾦または失業で家計を⽀えるために児童が働かなければならない状況であり、雇⽤
する側もそのことを知っているため、15歳未満の児童を低賃⾦かつ⻑時間労働を働かせ、不満を⾔うと解雇し
ている状況（サプライヤー）。
③雇⽤者の技能実習制度の理解不⾜が原因（グループ会社）。

①雇⽤者の遵法意識が低いことが原因（サプライヤー）。
②グループ会社が合理的理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることが「間接差別」として禁⽌されてい
ることを知らなかった（グループ会社）。
③⾮常⼝の前に物を置くことが違法であることは知っていたが、防⽕対策への意識が薄かったことが原因（⾃
社）。

⼈⼿不⾜により運送事業者のドライバーが⾜りず、ドライバーが⻑時間労働を余儀なくされていることが原因
（運送会社）。。

①担当部署のコンプライアンス意識の⽋如と業績を重視しすぎる企業⽂化が原因だった（⾃社）。
②従業員の年代に偏りがあり、ハラスメントへの意識が低い従業員が少なくないことが要因（⼩売店）。

⼈権侵害リスクの内容
（実際に発⽣している⼈権侵害
と、⽣じる可能性のある⼈権侵害
の双⽅を含む）（発⽣場所）

①加⼯品に使⽤する鶏⾁の⽣産国に関する⼈権団体の報告書で、同国の畜産業では隣国からの移⺠労働者が多
く雇⽤されているが、彼らが低賃⾦かつ⻑時間労働という過酷な環境で働かされていることが報告されていた
（サプライヤー）。
②業界団体が主催するセミナーでパスポートなど技能実習⽣の⾝分証明書の没収・保管が強制労働に該当し得
ることを知り、グループ会社に確認したところ、グループ会社で過去に⾝分証明書の没収を⾏っていたことが
明らかになった（グループ会社）。

①国際的な⼈権NGOの政治的⾃由と市⺠的⾃由の評価スコアを調べてみたところ、アジアや中東、アフリカに
は結社の⾃由が⼗分に保障されていない国が多いことがわかり、サプライヤーの所在国でも権利が保障されて
いない国に含まれていた（サプライヤー）。
②グループ会社の従業員の労働時間を確認したところ、残業が多くなっていることが明らかになった（グルー
プ会社）。
③法令で結社の⾃由が⼗分に保障されていなくても、国際的な基準では労働者の意⾒を聞く代替的な仕組み
（苦情処理制度など）をつくるなど、法令に反しない範囲で結社の⾃由を尊重する取組を導⼊すべきことを、
サプライヤー企業が知らない可能性がある（⾃社）。

重量物の積み下ろし・運搬などの危険有害業務により
ドライバーや荷物を扱う現場で労働災害が発⽣するおそれがある（運送会社）。

①鶏⾁の加⼯品を⾃社のオンラインショップで販売した際、鶏⾁は⾼⾎圧を防⽌する効果があるので「これさ
え⾷べれば病院に⾏かなくてもよくなる（？）」と宣伝したが、健康増進法違反のおそれがあり宣伝を修正ま
たは削除するよう消費者庁から改善指導を受けたことがある（⾃社）。
②"ある⼩売企業が⼈権デュー・ディリジェンスを実施し、
⼈権リスクの深刻度や発⽣可能性を評価したところ、
従業員への差別のリスクが⾼いことが明らかになったと
聞いた（⼩売店）。

上記の発⽣状況や原因（発⽣場
所）

①サプライヤー企業が調達先の農場の⼈権遵守状況を確認していないことに加えて、移⺠労働者の多くが不法
就労であり脆弱な⽴場に置かれていることから、過酷な労働環境でも働かざるを得ない状況にある（サプライ
ヤー）。
②グループ会社が⾝分証明書の没収・保管が強制労働に該当し得ることの認識が不⾜していたことが原因（グ
ループ会社）。。

①法令で結社の⾃由が⼗分に保障されていなくても、国際的な基準では労働者の意⾒を聞く代替的な仕組み
（苦情処理制度など）をつくるなど、法令に反しない範囲で結社の⾃由を尊重する取組を導⼊すべきことを、
サプライヤー企業が知らない可能性がある（サプライヤー）。
②⾃社からのこのグループ会社への短納期発注が繰り返されていたことが⻑時間労働を誘発していた（グルー
プ会社）。。
③バリバリ働くことが重視される職場の雰囲気があり、従業員の定時帰宅や年次有給休暇の取得がしづらい雰
囲気があった（⾃社）。

物流や輸送の現場では重量物の積み下ろしや運搬などは避けられない（そのため、少しでも危険を軽減する対
策を取り続けることが重要）（運送会社）。

①担当部署が表⽰に関する法令を⼗分に理解していなかったことと社内のチェック体制が整備されていなかっ
たことが原因だった（⾃社）。
②従来より業界や個別企業レベルで差別の排除に取り組んできたが、性的指向による差別など近年新たに注⽬
されている差別もあり、さらなる取組の徹底が必要な状況（⼩売店）。

⼈権侵害リスクの内容
（実際に発⽣している⼈権侵害
と、⽣じる可能性のある⼈権侵害
の双⽅を含む）（発⽣場所）

上記の発⽣状況や原因（発⽣場
所）

⼈権侵害リスクの内容
（実際に発⽣している⼈権侵害
と、⽣じる可能性のある⼈権侵害
の双⽅を含む）（発⽣場所）

上記の発⽣状況や原因（発⽣場
所）

⼈権侵害リスクの内容
（実際に発⽣している⼈権侵害
と、⽣じる可能性のある⼈権侵害
の双⽅を含む）（発⽣場所）

上記の発⽣状況や原因（発⽣場
所）

別添２ 作業シート 負の影響（⼈権侵害リスク）の特定・評価

ステップ①:リスクが重⼤な事業領域（製品、サプライチェーンの段階等）を特定するに当たって、例えば、⾃社の事業活動をいくつかの製品に分解し、各製品についてサプライチェーン上どのような⼈権侵害リスクが指摘されているかを検討することが考えられます。その結果をまとめるに当たり、本シートを活⽤することができます。
ステップ②:ステップ①で特定されたリスクについて、(i)⼈権侵害リスクを確認し、(ii)確認された⼈権侵害リスクについて、その状況や原因を確認します。その結果について本シートを活⽤してまとめることが考えられます。

⾃社の事業領域

菓⼦製造業 畜産加⼯品製造業

主要な製品

確認ポイントは別添１等を参照

チョコレート菓⼦
⼩⻨粉、パーム油、カカ

オ、、、

畜産加⼯品 鶏⾁、糖類、、、
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■ステップ③ 負の影響（⼈権侵害リスク）と企業の関わりの評価及び優先順位付け
ステップ②までで確認された⼈権侵害リスクと⾃社との関わりを評価します。
また、確認された⼈権侵害リスクの全てに対して直ちに対処することが難しい場合には、対処する順番について優先順位付けを⾏うことが考えられます。
関わりの評価及び優先順位付けの考え⽅については、⼿引き本体４−２−１ ⼈権DD負の影響の特定・評価③負の影響（⼈権侵害リスク）と企業の関わりの評価及び優先順位付けをご参照ください。

別添２ 作業シート 負の影響（⼈権侵害リスク）の特定・評価

⼈権侵害リスクが懸念される
領域・場所・取引先等 ⼈権侵害リスクの具体的な内容

⾃社との関係性 深刻度
（⾼・中・低の3段階評価） 発⽣可能性

（⾼・中・低の
3段階評価）

優先順位
（引き起こしている・助⻑している・直接関連し

ている・どれにも当てはまらない） 規模 範囲 是正困難度
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■ステップ③ 負の影響（⼈権侵害リスク）と企業の関わりの評価及び優先順位付け
ステップ②までで確認された⼈権侵害リスクと⾃社との関わりを評価します。
また、確認された⼈権侵害リスクの全てに対して直ちに対処することが難しい場合には、対処する順番について優先順位付けを⾏うことが考えられます。
関わりの評価及び優先順位付けの考え⽅については、⼿引き本体４−２−１ ⼈権DD負の影響の特定・評価③負の影響（⼈権侵害リスク）と企業の関わりの評価及び優先順位付けをご参照ください。

8

7

6

5 原材料を
⽣産する農場

農場での児童労働
直接関連している（理由：⾃社製品の製造と関連して

いるため） ⾼ 中 ⾼ ⾼ 中

⾼ 中 ⾼

4 サプライヤーC社 従業員の⻑時間労働
助⻑している（理由：⾃社の発注が⻑時間労働につな

がっているため） ⾼ ⾼ ⾼

3 サプライヤーB社 ⼦どもの雇⽤（児童労働）
直接関連している（理由：⾃社製品の製造と関連して

いるため） ⾼ 低

⾼ ⾼

2 グループ会社A社 技能実習⽣の⾝分証保管（強制労働）
直接関連している（理由：⾃社製品の製造と関連して

いるため） ⾼ 低 中 ⾼ ⾼

1 ⾃社 従業員の⻑時間労働
引き起こしている（理由：⾃社の対策の不備が⻑時間

労働を引き起こしているため） 中 中 中 ⾼ ⾼

例 鉱⼭ ・鉱⼭での児童労働 直接関連している（理由：…） ⾼ 中 ⾼ 中 ⾼

例 本社営業部 ・従業員の⻑時間労働 引き起こしている（理由：･･･） 中 中 中 ⾼ 中

例 サプライヤーA ・⼯場での強制労働
（従業員に対する⽇常的な脅迫等）

助⻑している（理由：･･･） ⾼ 中 ⾼ ⾼ ⾼

別添２ 作業シート 負の影響（⼈権侵害リスク）の特定・評価

⼈権侵害リスクが懸念される
領域・場所・取引先等 ⼈権侵害リスクの具体的な内容

⾃社との関係性 深刻度
（⾼・中・低の3段階評価） 発⽣可能性

（⾼・中・低の
3段階評価）

優先順位
（引き起こしている・助⻑している・直接関連し

ている・どれにも当てはまらない） 規模 範囲 是正困難度
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